
ていくためには、地域の支援機関等の機能に応じた役割の調整を行い、一貫した効   

果的な支援とすることができるよう、支援機関等に対するコーディネートカを高め   

ることが必要である。  

○ 知的障害者、精神障害者等のよりきめ細かな支援を必要とする求職者の増加を踏   

まえ、質の高い職業紹介を行うことが求められ、また、企業に対して法定雇用率達   

成に向けた指導のみならず、雇入れに向けた支援等をきめ細かく行うことが必要と   

なっている。  

このため、職員研修の充実等を通じて障害者担当の専門性を高めるとともに、十   

分な実施体制を確保することが必要である。  

○ さらに、障害者と企業のマッチングをより効果的に行っていくためには、トライ   

アル雇用や障害者委託訓練等、高い効果を発揮している支援策の充実を図り、ハロ   

ーワークにおいて積極的かつ効果的なラ官用を図ることも重要である。  

2．地域障害者職業センター  

○ 地域障害者職業センターは、障害者雇用促進法に基づく中核的な職業リハビリテ   

ーション機関として全都道府県に設置され、障害者職業総合センターを中心に全国   

ネットワークを形成し、豊富な支援実績に基づくノウハウを集約して蓄積しており、   

地域における就労支援の広がりの中で、その高度な専門性とノウハウの蓄積を活か  

した業務の展開を図るべきである。  

○ 地域の支援機関による質の高い就労支援が、どの地域においても提供されるよう   

にするためには、地域障害者職業センターにおいては、その専門性とノウハウを活   

かして、今後は、   

① 地域において就労支援を担う専門的な人材の育成   

② 地域の支援機関に対する助言・援助   

の各業務を同センターの基幹業務の一つとして新たに位置づけ、これらの業務を本   

格的に実施し、地域の就労支援力の底上げを図ることが必要である。  

○ また、地域の就労移行支援事業等の状況を踏まえつつ、これらの支援機関との役   

割分担を明確にし、地域障害者職業センターにおいては、就職等の困難性の高い障   

害者（精神障害者、発達障害者、難病者等）に対する専門的支援を自ら実施するこ  

ととすべきである。  

さらに、地域障害者職業センターは、医療機関等の専門機関からサポートを得な   

がら行う支援、地域の支援機関と連携し共同で行う支援、地域の支援機関が行う支   

援に対して専門的支援でサポートする等の様々な連携方法の下、障害者に対する支   

援を行っていくべきである。  

○ ハローー ワークが行う企業に対する指導や支援と連携し、その専門的ノウハウを活   

かして、企業に対して職務分析や職務開発等の専門的かつ雇入れに向けた具体的な   

提案を行うなど、企業の法定雇用率達成に向けた取組に対して、積極的に支援を行  

うことも重要である。   

○ このような地域障害者職業センターの業務の新たな方向性を踏まえ、その実施体   

制の充実を図るとともに、障害者職業カウンセラーの資質の一層の向上を図ること  
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が必要である。   

また、新たな業務展開に当たっては、障害者職業総合センターが有している人材  

育成、支援技法等に関するノウハウの蓄積や調査研究の成果を十分に活かしていく  

ことが重要である。  

3．障害者就業・生活支援センター  

○ 障害者就業・生活支援センターは、福祉、教育から雇用への円滑な移行を促進す   

るとともに、職業生活の継続を支えるため、雇用、福祉、教育等の関係機関との連   

携の下、就職に向けての支援や仕事を続けていくための支援を日常生活面や社会生   

活面も含めて行う身近な地域の職業リハビリテーション機関として、着実に実績を   

あげている。  

障害者自立支援法に基づく新たなサービス体系の下で、就労移行支援事業者が就   

労移行支援に取り組むようになっても、障害者就業・生活支援センターの就職支援   

に関して果たす役割のウェイトが小さくなるわけではなく、地域の障害者を広く支   

援の対象とすること、就職の前後を問わず随時必要な支援を生活面も含めて行うこ   

と等、就職支援において幅広い役割を果たすことが期待されており、就労移行支援   

事業者を含む地域の関係機関と連携しながら、相談から就職準備、職場定着に至る   

まで、個々の障害者に必要な支援をコーディネートする役割が求められる。  

○ このような役割をもつ障害者就業・生活支援センターは、地域のネットワークの   

一員として不可欠な存在であり、各地域において連携による就労支援が効果的に行   

われるようにするためには、すべての障害保健福祉圏域への設置を、計画的かつ早   

急に進めることが必要である。  

このことは、本年2月に政府が決定した「成長力底上げ戦略」（基本構想）におい   

ても、その柱の一つである「就労支援戦略」の中の重点戦略として位置づけられて  

いるところである。   

○ 障害者就業・生活支援センターの設置箇所数が順次増加していく中で、各センタ   

ーが提供するサービスの質について、一定の水準を確保し、向上を図っていく必要   

があり、様々なニーズを有する障害者に対して、必要な支援をコーディネートする   

機能を十分に発拝していくためには、専門性の高い人材の育成・確保を図ることが   

重要である。  

このような支援の質を確保していくためには、コーディネート機能を担う専門性   

の高い人材をより安定的に確保することができるよう、国からの事業の委託の在り   

方を見直すとともに、支援担当者のスキルアップを図るための研修機会が体系的に   

提供されるよう、研修の充実を図ることが必要である。  

また、都道府県等の地域単位で、障害者就業・生活支援センター同士が日常的な   

相互交流を活発に行うこと等により、より実践的なノウハウの共有を図ることも有   

効であると考えられる。   

○ 平成14年に障害者就業・生活支援センターが制度化されて以来、各センターが地   

域において着実に実績を積み重ねてきた中で、センターの支援により就職を実現し   

た利用者をはじめ、多様な支援ニーズを有する利用者が増え続けているセンターが  
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出てきており、このようなセンターにおいては、現行の全センターー律の人員体制   

のままでは、センターとしての機能を十分に発揮することが困難な状況となってい   

る。このため、今後は、地域のニーズ及び支援実績等を勘案し、各センターの実情   

に応じて実施体制の充実を図ることが必要である。  

これにあわせて、就職者の増加に伴い、継続的な支援が必要な在職者が年々増大   

していることを踏まえ、定着支援において障害者就業・生活支援センターが果たし   

ている役割について、センターの業務としてあらためて明確に位置づけるとともに、   

日常的な相談・支援を通じて不適応や離職の発生を未然に回避することができるよ   

う、定着支援機能の強化を図ることが重要である。  

○ 障害者就業・生活支援センターが、一般雇用への移行の促進、雇用の継続、再チ   

ャレンジ等、地域の障害者の様々なニーズに対応できるようにしていくためには、   

障害者就業・生活支援センターを運営する法人において、   

① 就労移行支援事業の実施   

② 障害者委託訓練の受託・実施   

③ 第1号ジョブコーチの配置   

等の複合的な取組を積極的に進めることも、重要である。  

4．障害者雇用支援センター  

○ 障害者雇用支援センターは、就職が特に困難な知的障害者等を就職に結びつける   

ための長期的な職業準備訓練（施設内での訓練及び事業所での職場実習）の場とし   

て、全国14カ所に設置され、それぞれの地域における就労支援に大きな役割を果た   

し、実績をあげてきたところである。  

○ しかしながら、障害者自立支援法の施行により、目的・機能が障害者雇用支援セ   

ンターときわめて類似している就労移行支援事業が創設され、同事業が全国的に展   

開されつつあることから、障害者雇用支援センターの制度的な位置づけを見直す必   

要が生じている。  

具体的には、地域の実情を踏まえつつ、就労移行支援事業に移行し、これまで先   

駆的に蓄積してきた訓練ノウハウや地域において果たしてきた機能を継承すること   

が適当であると考えられる。  

5．就労移行支援事業者  

○ 就労移行支援事業においては、一般雇用への移行を希望する障害者に対して、就   

労移行支援事業所内での作業訓練や職場実習を通じて、一般雇用に必要な知識の習   

得及び能力の向上を一定期間にわたって計画的に行い、企業に送り出す役割が求め  

られている。  

今後、福祉から雇用への移行支援を担う地域の社会資源として、全国の各地域に   

早期に整備されることが重要である。  

また、障害の種類にかかわらず受入れ・支援が可能となったことから、地域のニ   

ーズを踏まえつつ、これまで対象としていなかった障害にも対応できるよう努める   

ことが期待される。  
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○ このような中において、企業への就職を意識した活動を従前から展開し、支援ノ   

ウハウを蓄積している事業者がある一方で、新たに就労移行支援に取り組む事業者   

が相当数見込まれており、各事業者が支援の質を確保し、就職に結びつく良質なサ   

ービスを提供することが必要である。そのためには、   

① サービス管理責任者や就労支援員の就労支援に関する専門性の向上   

② 企業OB等の実務経験者の活用   

等を進めることが重要である。  

また、事業者が行う就労支援に対して、就労支援のノウハウを有する地域障害者   

職業センターが、技術的・専門的な観点から助言・援助を行うことも有効であると   

考えられる。   

一般雇用を希望する障害者が主体的に利用するサービスを選択できるよう、提供   

する支援の内容や実績に関する情報を自ら公開していくことも重要である。  

○ 利用者の訓練終了後の就職を円滑に進めるためには、早い段階から、ハローワー   

ク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター等の労働関係機関と   

の連携を図ることが重要である。  

さらに、職務との的確なマッチングや職場適応の支援力を高める上で、就労移行   

支援事業を行う法人において、第1号ジョブコーチの配置を行うことも有効である。   

就労移行支援事業における定着支援は、就職後6カ月以上行うこととされている   

が、継続的な支援や一定期間のフォローアップが必要な場合には、障害者就業・生   

活支援センター、就労移行支援事業者等の支援機関が、ネットワークの中で個々の   

ケースに応じて役割分担をしつつ、連携してサポートしていくことが重要である。  

○ 就労移行支援事業を利用し一度は就職したものの離職に至った障害者が、再び同   

事業を利用して再就職を目指すことを希望する場合には、定員外での受入れに係る   

弾力的な取扱いを活用したり、障害者委託訓練の活用を図るなどして、再チャレン   

ジの場として再就職に向けた支援を行うことが求められる。  

6．特別支援学校  

○ 特別支援学校は、教育機関であるだけでなく、就労支援のネットワークの中で、   

障害者本人にとっての最初のガイダンス機関として位置づけられ、その役割はきわ   

めて重要である。  

○ 障害者が主体的に将来の進路を選択することができるよう、早い段階から本人の   

特性や進路希望等を的確に把握し、卒業後に就労移行支援事業での訓練や職業能力   

開発校での職業訓練等を経て就職を目指すという選択肢を含め、必要な情報提供を   

行いつつ、進路指導を行っていく必要がある。  

○ 障害者が企業で働くことを主体的に希望・選択できるようにするには、進路決定   

に影響力をもつ保護者に対して、一般雇用に関する理解を高め、不安感を取り除き、   

安心感の醸成を図ることが重要である。  

このため、特別支援学校においては、ハローワーク等の関係機関との連携の下、   

保護者に対して、卒業後の職業生活、地域生活等に関する情報を提供するなど、一   

般雇用に関する理解を深める機会を提供し、障害者が働くことを支える体制をつく  
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っていくことが重要である。  

○ 特別支援学校においては、学校卒業後の成人期における職業生活の充実に向けて、   

その基礎となる職業教育の充実、指導内容・方法の改善、職場実習の拡充等を、地   

域の関係機関と連携しながら進めることが必要である。また、進路指導担当教員の   

専門性の向上や進路指導体制の充実を図ることも重要である。  

そのため、   

① 進路指導担当教員等の就労支援に関する知識・ノウハウの習得機会の提供   

② 就労支援（進路指導）を担当する専任教員の配置   

③ 障害者雇用の経験豊富な企業の人材の職業教育への活用   

等を進めることが重要である。  

また、職業教育や進路指導の充実を図るためには、進路指導担当教員だけではな   

く、学校全体で職業教育等の重要性について認識を共有し、取り組むことが重要で   

ある。特に、特別支援教育コーディネーターは、校内調整や外部の関係機関との連   

絡調整、保護者からの相談窓口等の役割を担うことから、就労支援に関する基本的   

な知識、情報を共有することが望まれる。  

○ 学校卒業後も継続して必要な支援が受けられるよう、「個別の教育支援計画」の策   

定段階から関係機関との連携を図り、卒業後の支援体制の構築につなげていくこと   

が重要である。  

特に、居住地の市町村とは異なる区域の特別支援学校に在学する障害者が少なく   

ないことから、特別支援学校においては、障害者の居住市町村及びネットワークと   

の連絡を密にし連携を図ることが重要である。  

○ 高等学校等においても、発達障害を含む障害者に対する職業教育や進路指導を充   

実するため、特別支援学校における地域の特別支援教育のセンター的機能を活用す   

るなどして、個々の生徒の障害の状態等に応じた適切な指導を行うことが重要であ   

る。  

7．発達障害者支援センター、難病相談・支援センター  

○ 発達障害者支援センターは、発達障害者やその家族等に対する相談支援、発達支   

援及び就労支援、関係機関への情報提供や研修等を行う機関として各都道府県・指   

定都市に整備されつつある。  

また、難病相談・支援センターは、難病者やその家族等に対する療養上・生活上   

の相談、各種公的手続等の支援、生活情報の提供等、難病者への総合的な相談・支   

援を行う機関として、各都道府県に整備されつつある。  

○ 医療面、生活面も含めた総合的な支援を必要とする発達障害者、難病者等につい   

ては、その専門支援機関である発達障害者支援センター、難病相談・支援センター   

も、就労支援のネットワークにおいて、 その一員として機能を発拝することが重要   

である。  

○ 就労を希望する発達障害者の支援に当たっては、発達障害者支援センターに就労   

支援を担当する職員が配置されていることを踏まえ、当該職員が就労支援に関する   

基本的な知識・ノウハウについて学ぶ機会が提供される必要がある。  
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また、難病相談・支援センターには、就労支援専任の職員は配置されていないも  

のの、就労支援に関する基本的な知識を有することが望ましく、職員研修のカリキ  

ュラムに就労支援に関する内容が盛り込まれることが重要である。  

第3．就労支援を担う人材の分野横断的な育成・確保の在り  

1．就労支援を担う人材の育成・確保  

（人材育成の必要性）  

○ 就労支援の強化が求められる中で、就労支援の知識・ノウハウを習得するための   

基礎的な研修やスキルアップの機会等が不足しており、支援の担い手の育成と専門   

性の確保が追いついていないことから、人材育成の取組を強化することが不可欠で   

ある。  l  

O 人材の育成に当たっては、就労支援の裾野を広げるための育成と、専門性を高め   

るための育成の双方を進めることが必要であり、そのためには、専門的支援を行う   

ジョブコーチを含め、就労支援を担う人材に必要なスキル・能力をレベルごとに明   

確化するとともに、育成方法についても体系化することが重要である。  

○ 人材育成方策の具体化に当たっては、必要な知識・スキル等の能力要件、研修カ   

リキュラム、一定の資質・水準を確保するための能力評価の仕組み等について、今   

後、幅広い見地から検討していくことが必要である。  

（レベルに応じた段階的な育成）  

○ 就労支援に必要なスキル・能力のレベルは、求められる役割や専門性の水準、ス   

テップアップ等を考慮すると、概ね次のように整理できると考えられる。  

・初級レベル：上級者の指示の下、上級者の策定する支援計画に基づき、基本的  

な就労支援業務を行えるレベル  

・中級レベル：アセスメントや支援計画の策定、関係機関との調整等を自らでき  

るレベル  

・上級レベル：専門知識と豊富な実践経験に基づき、就労支援業務について担当  

者を指導（スーパーバイズ）するとともに、地域のネットワークを  

踏まえた就労支援業務をマネジメントできるレベル  

なお、これらには、障害者への支援に係るスキルだけではなく、ジョブコーチが   

行うような企業への支援に係るスキルも含まれる。  

○ 質の高い人材を確保するためには、キャリア形成に配慮しつつ、上記のような就   

労支援に必要なスキル・能力のレベルに応じた段階的な育成を図ることが重要であ   

り、将来的には、専門職として社会に認知されるような制度を検討することも必要   

である。  

（育成の視点）  

○ 研修の企画・実施に当たっては、座学だけではなく、ケーススタディ等の演習や  
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就労支援の現場での実習等を取り入れ、実践的なノウハウを学べるようにすること   

が重要である。  

○ 障害者の支援に携わる者の多くは企業で働いた経験がないために、一般雇用に関   

する理解が十分でないことが多い。このため、特例子会社など障害者雇用の経験豊   

富な企業の積極的な活用を図り（企業人材の活用、研修における企業の現場の活用   

等）、企業風土の理解や支援ノウハウの習得を図ることも有効である。  

○ 障害のある従業員を支えるためには、外部機関の支援を活用することも有効であ   

るが、ナチュラルサポートという観点から、企業自身が恒常的にサポートする力を   

つけることが必要である。職場で教育・指導に当たる立場の人材が、障害特性に関   

する知識、雇用管理ノウハウを習得することが重要である。  

○ 就労支援に関する基本的な知識・ノウハウについて体系的に学べるテキストは限   

られていることから、例えば、障害者職業総合センターが作成してきたテキスト等   

を活用し、職業リハビリテーションに関する基本テキストとして普及を図ることも、   

有効であると考えられる。  

（育成の担い手）  

○ 全国各地で研修の機会が求められていることから、全国的なネットワークとノウ   

ハウを有する高齢・障害者雇用支援機構が、障害者職業総合センターや地域障害者   

職業センターを拠点として、率先して専門的な人材の育成に取り組むことが必要で   

ある。  

○ 地域によっては、地方自治体やノウハウを有する民間機関が、ジョブコー チや就   

労支援担当者等を対象とした研修やセミナー等を企画・実施しており、就労支援を   

担う人材の裾野を広げる上で、こうした取組を進めることは重要である。  

また、地方自治体や民間機関によるこうした取組をより効果的に推進していくた   

めには、必要に応じて、高齢・障害者雇用支援機構が講師の派遣やノウハウの提供   

を行うなど、研修等に取り組む機関と連携・協力することも有効であると考えられ   

る。  

（大学等における取組への期待）  

○ 生活支援を含む支援の様々な場面において、障害者の支援に携わる者が「一般雇   

用」を意識して支援に当たることは、一般雇用を希望する障害者がその実現の可能   

性を高めていくためにも、重要であることから、福祉系人材や教員を輩出する大学   

の課程や、社会福祉士等の福祉分野の専門資格の取得に必要なカリキュラム等にお   

いて、職業リハビリテーションに関する講座や内容が盛り込まれることが重要であ   

る。  

○ また、大学において、地域の就労支援担当者を対象とした公開講座の一つとして、   

就労支援に関する専門講座を開講することも有効であり、こうした取組が広がって   

いくことが重要である。  

一16 －   



2．ジョブコーチ（職場適応援助者）の育成・確保  

（ジョブコーチの育成の必要性）  

○ ジョブコーチ（職場適応援助者）は、直接職場に出向いて、障害者及び事業主双   

方に対し、仕事の進め方やコミュニケーション等の職場で生じる様々な課題や職場   

の状況に応じて、課題の改善を図るための支援を一定期間で集中的に行っている。   

このようなジョブコーチ支援は、障害者の円滑な就職と職場への適応を進める上で、   

きわめて有効な方策である。  

○ 地域の支援機関が就労支援の力をつけ、連携による支援を効果的に進めるために   

は、支援機関と雇用の現場をつなぐ重要な役割を担うジョブコーチの育成と専門性   

の確保が重要である。  

ジョブコーチ支援のスキルの習得に対するニーズは相当に高く、全国各地で養成   

研修が受けられる体制をつくることが求められるが、あわせて、養成研修について   

は一定の水準を確保することも重要であり、養成研修の指定基準を明確にするとと   

もに、基準を踏まえた的確な運用が求められる。  

（育成の視点）  

○ ジョブコーチとしての支援力を身につけるには、養成研修の受講だけでは十分と   

言えず、研修受講後も、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、   

就労移行支援事業者等の組織的に就労支援に取り組む機関において就労支援に携わ   

りながら、実践経験の豊富なジョブコーチとのペア支援によるOJT、経験の積み   

重ね、ケーススタディ等を通じて、様々な課題に対応できる力をつけていくことが   

必要である。  

さらに、アセスメントや支援計画の策定、経験の少ないジョブコーチへの支援技   

術の伝授、指導（スーパーバイズ）をできるようになることが求められ、そのため   

のスキルアップを図る仕組みを検討することが必要である。  

○ 実践経験の豊富な高いスキルを有するジョブコーチを配置・活用する方策の検討   

に当たっては、職場適応援助者助成金制度の在り方と絡めて検討することが必要で   

ある。  

（所属する機関の特性を活かした効果的な支援の実施）  

○ ジョブコーチは、地域障害者職業センターの配置型ジョブコーチ、障害者の就労   

支援を行う社会福祉法人やNPO法人等が配置する第1号ジョブコーチ、企業が配   

置する第2号ジョブコーチと、その配置先によって3種類に分類されているが、そ   

れぞれの所属する機関の特性を活かした効果的な支援を行うことが求められる。  

○ 配置型ジョブコーチについては、就職等の困難性の高い障害者（精神障害者、発   

達障害者、難病者等）に対する専門的な支援を担うとともに、第1号ジョブコーチ   

を幅広く育成していく中で、ペア支援等を通じた第1号ジョブコーチの支援のスキ   

ルアップにそのノウハウが活用されるべきである。   

第1号ジョブコーチについては、主として、障害者本人をよく理解している身近   

な支援者としての支援を行うことや、所属する機関が得意とする分野（障害の種類  
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等）のノウハウを活かした支援を担うことが期待される。   

障害者雇用の経験豊富な企業においては、自社の職場環境や職務内容、人間関係  

等に精通する者を、第2号ジョブコーチとして積極的に配置・活用することが効果  

的である。また、障害者雇用の経験やノウハウが少ない企業については、配置型ジ  

ョブコーチ及び第1号ジョブコーチが支援ノウハウを伝え、企業自身でナチュラル  

サポートができるように援助する必要がある。  

第4．連携による就労支援を効果的に実施するための情報及び支援ツールの共有の在り  

1．社会資源情報の提供  

○ 一般雇用を希望する障害者や採用活動を行う企業等がニーズに応じて利用するサ   

ービスを主体的に選択できるよう、雇用、福祉、教育等の各分野の地域の社会資源   

の情報を、ハローワーク、地方自治体等が連携して広く提供する仕組みが必要であ   

る。  

例えば、ネットワークの支援機関が参集する自立支援協議会等の各種会議の場を   

活用して、各分野の社会資源の情報を集約、提供する仕組みを検討することも考え   

られる。  

○ 地域の社会資源の提供に当たっては、例えば、各機関の支援の内容・特長、連絡   

先等をまとめた就労支援機関一覧や、それを地図上に整理した就労支援社会資源マ   

ップのように、障害者や事業主、関係機関に分かりやすく伝える工夫が重要である。  

2．支援に当たっての情報の共有  

○ 障害者一人ひとりのライフステージに応じて、連携による就労支援を効果的に実   

施するためには、各機関が保有する対象障害者の特性、状態をはじめ、個別の支援   

計画や支援記録、支援方法等の情報を支援機関同士やネットワークで共有すること   

が不可欠である。  

○ こうした情報の共有の在り方については、個人情報保護の観点等も踏まえつつ調   

査・研究を行い、その成果を踏まえ、情報の種類、伝達・共有の方法、伝達・共有   

する際の留意事項等に関するガイドラインを具体的に示すこととすべきである。  

○ 情報の共有の在り方については、支援機関間で共有・伝達する方法と、障害者本   

人が自身の支援記録として保有し、支援を受ける際に各支援機関に提示する方法が   

考えられ、それぞれについて検討することが適当である。  

3．支援ツールの整備  

（支援ツールの整備の必要性）  

○ 就労支援に関する様々なツールが、雇用、福祉、教育等の各分野でそれぞれ開発・   

活用されている。こうしたツールの中には、教育から雇用、福祉から雇用へと支援   

をつないでいくときやネットワークの中で連携して支援するときに、共有した方が   

有効なツールがある。  
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○ こうした就労支援に関するツールについては、ツールの活用により把握した情報   

も含めて、雇用、福祉、教育等の各分野の支援機関及び企業が連携して支援してい   

く際に共有できるようにすることを意識して、開発・整備することが重要である。  

○ ツールの開発・整備に当たっては、本来の目的に反してツールのみが一人歩きす   

ることがないように、目的、使い方、活用場面、活用する人材のスキル等について、   

十分な検討を行うことが重要である。  

（個別の支援計画）  

○ 雇用、福祉、教育等の各分野でそれぞれ作成・活用している個別の支援計画につ   

いては、一般雇用を希望する障害者が、教育から雇用へ、福祉から雇用へ移行して   

いく中でとぎれない支援を行うために、支援機関同士あるいはネットワークの中で   

確実につないでいくことが重要であるD  

○ 個別の支援計画について、雇用、福祉、教育等の各分野における作成・活用状況   

等の実態を踏まえつつ、支援計画に盛り込む事項等の標準化も含めて、調査・研究   

を進めることが必要である。  

（就労移行支援のためのチェックリスト）  

O 「就労移行支援のためのチェックリスト」は、就労移行支援事業者等において、   

個別の支援計画の作成や訓練の効果の確認等に利用されており、訓練の終丁段階か   

ら労働関係機関と連携して、支援対象者の現状についで情報を共有し、支援を行う   

こととしている。  

○ 就労移行支援事業者における訓練等の場面のほか、特別支援学校における作業実   

習・職場実習等の場面や、企業における雇用管理・能力開発等の場面においても、   

障害者に対する教育・訓練等の効果を客観的に把握し、雇用、福祉、教育等の各分   

野の支援機関及び企業が連携して支援していく上で共通に活用できるツールが求め   

られている。今後、本チェックリストについては、アセスメント方法、内容、水準   

等について、各分野が共通で利用できる部分の共有化を図るとともに、各分野の利   

用場面に応じた内容を追加しながら、開発・整備していくことが必要である。  
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お わ り lニ  

C・障害者の希望や適性に応じた就職を実現し、働く障害者を支えるためには、雇用、福   

祉、教育等の分野の関係機関がそれぞれの機能に応じた役割分担の下で、障害者一人ひ   

とりのニーズに応じた効果的な支援を行えるよう、各地域において、互いに「顔の見え   

る関係」をつくって就労支援のネットワークを構築し、一貫した総合的な支援を提供で   

きるような連携・協力関係を築くことが重要である。  

C〉 本報告書では、こうした連携による支援が効果的に行われるよう、雇用分野だけでは   

なく、福祉、教育等の分野の支援機関に対しても、障害者の働きたい、働き続けたいと   

いう思いをかなえていくという観点からの提言を行ったところである。  

C）本研究会には、事務局としての厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者   

雇用対策課のほか、オブザーバーとして、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、職   

業能力開発局能力開発課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課からも参画を得て   

おり、今後も引き続き、関係部局がスクラムを組んで、連携による就労支援を確実に根   

付かせていくことが重要である。  

⊂）また、就労支援を担う人材の育成方策、支援に当たっての情報の共有の在り方等、本   

報告書において検討課題として示されたものについては、今後、具体的な検討を進めて   

いくことが望まれる。  

⊂）本研究会における報告を踏まえ、障害者一人ひとりがいきいきとした職業生活を送る   

ことができるよう、雇用、福祉、教育等の連携による障害者の就労支援の基盤が質・量   

ともに着実に整備されていくことを期待したい。  

また、本報告書が、障害者の就労支援を推進する地域の関係部局及び関係機関の参考   

資料として広く供され、地域の実情に応じた創意工夫による取組が進められることを願   

ってやまない。  

一 20 －   




